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研究成果の概要（和文）：　本研究の目的は、日英両国の教育政策形成におけるエビデンスの活用に着目し、そ
の比較分析を行うことによって、わが国の教育政策形成におけるエビデンス活用の意義と問題点について示唆を
得ることである。
　本研究では、両国間における同一条件に基づく比較のため、当初の研究計画において予定していた対象を変更
した。また、イギリスにおけるナショナル・カリキュラム改訂の根拠として用いられた３Dプリンターのパイロ
ットスクール事業と、わが国における指導の手引きにおいて根拠として用いられたICT機器の研究指定校（電子
黒板を含む）とを比較した。具体的には、それぞれどのように実施され、データが収集されたのか比較分析を行
った。

研究成果の概要（英文）： The purpose of this study is to focus on using of evidence for educational 
policy making in Japan and UK, and to suggest about significance and issue point on using of 
evidence for educational policy making in Japan by comparing and analyzing.
 In this study, the target in study plan was changed for comparing two countries to use the same 
condition for analyzing. And the study compares the 3D printer pilot school that was used to change 
the National Curriculum as evidence in UK and the ICT devices pilot school (including electronic 
whiteboard) that was used to make the guidance for teaching as evidence in Japan. In particular, it 
compares and analyzes these pilot schools were how to implemented, and how to collected.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 近年、エビデンスに基づく政策形成は各国
共通の関心事といえる。わが国においても
2000 年以降エビデンスに基づいた教育政策
形成の必要性が高まる一方で、その整備は十
分に確立されているとはいえないのが現状
である（国立教育政策研究所 2012）。これま
で、わが国では学校基本調査や全国学力・学
習状況調査といったデータの収集は進めら
れつつあるものの、それらを教育政策形成に
おいて活用するには十分なデータとして整
備されていないとみなすことができる。 
 一方で、英国では 1980 年代後半のナショ
ナル・カリキュラム導入以降、教育水準局
（OFSTED）を始めとして教育に関わる様々
なデータが収集されてきた。また、モデル事
業の実施によってナショナル・カリキュラム
の見直しも行われ、事業の実施結果がエビデ
ンスとしてナショナル・カリキュラム改訂に
用いられてきた。英国の事例は、ナショナ
ル・カリキュラム改訂におけるエビデンス活
用の先進事例として挙げることができる。 
 
２．研究の目的 
 上記、研究開始時の背景を踏まえて、本研
究では日英両国の教育政策形成におけるエ
ビデンスの活用に着目し、その比較分析を行
うことによって、わが国の教育政策形成にお
けるエビデンス活用の意義と問題点につい
て示唆を得ることを目的とした。 
 
３．研究の方法 
 本研究では研究対象としてわが国と英国
の教育政策形成におけるエビデンスの運用、
特に両国のナショナル・カリキュラム改訂の
エビデンスとなるモデル事業に焦点を当て
る研究であるため、両国の調査及び資料収集
を実施した。なお、英国はイングランド、ウ
ェールズ、スコットランド及び北アイルラン
ドの 4 地域（country）からなる連合王国で
あり、地域によって異なる教育制度が成立し
ている。本研究では英国の人口 8 割以上を占
めるイングランドを取り上げることで英国
について論じていきたい。 
 また、2016 年 2 月には英国訪問による実
態調査及びヒアリングを行い、関連する資料
を収集した。 
 なお、両国における同様の条件の下での比
較分析を行うため、以下のモデル事業を対象
に調査・研究を行った。まず、わが国におけ
る事例では 2008（平成 20）年学習指導要領
改訂を契機として出された「教育の情報化に
関する手引」（文部科学省 2009）において、
電子黒板を導入する根拠として示されてい
るモデル事業「ICT を活用した指導の効果の
調査」について取り上げた。次にイギリスの
事例として、2014 年改訂ナショナル・カリ
キュラムに 3D プリンター導入を示した根拠
として位置付けられているモデル事業につ
いて取り上げた。それぞれ導入する機器は異

なるが、両国において共通するのは新しい機
材の学校への導入の適否に関する根拠とし
てモデル事業によって得られたデータを活
用していることである。 
 
４．研究成果 
 以下では、両国での調査・分析の結果をそ
れぞれ取り上げていく。 
 
（１）わが国における電子黒板導入 
 わが国での電子黒板の導入は 2008（平成
20）年 1 月中央教育審議会答申「幼稚園、小
学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の
学習指導要領の改善について」にて「効果
的・効率的な教育を行うことにより確かな学
力を確立するとともに、情報活用能力など社
会の変化に対応するための子どもの力を育
むため、教育の情報化が必要である」という
指摘を受け、2008（平成 20）年 3 月学習指
導要領改訂の際に ICT 活用に関する項目を
盛り込むとともに、その具体として「教育の
情報化に関する手引」が作成されたことを契
機に急速に普及していった。 
 それまで、電子黒板を用いた教育を行なう
こと自体は可能であったが、2008（平成 20）
年3月時点での設置数は全国で12,544台に1
校 1 台にも満たない状況であった。2009（平
成 21）年 3 月に「教育の情報化に関する手引」
が策定されて以降、電子黒板の設置数は急速
に増加している（以上、文部科学省 2016 よ
り）。 
 このように「教育の情報化に関する手引」
において電子黒板を用いた授業実践が明記
された根拠に位置付けられるのが 2007（平
成 19）年 3 月に公表された「ICT を活用し
た指導の効果の調査」（メディア教育開発セ
ンター2006、2007）である。この調査は、学
習指導要領の改訂や「教育の情報化に関する
手引」を策定する目的で実施されたものでは
なく、総理直属のミレニアム・プロジェクト
「教育の情報化」により学校教育の情報化を
推進するために実施されたものである。この
調査の目的は、学校教育における ICT 活用に
よる学力向上の検証であり、2005（平成 17）
年度から 2006（平成 18）年度にかけて学校
数 251 校、教員数 357 人、児童生徒数 18,552
人を対象に、「小学校算数」「小学校社会」「小
学校理科」「中学校・高等学校数学」「中学校
社会」での実証授業が行われた。ICT を活用
した授業後には学力を測定する「客観テス
ト」が実施され、その結果 ICT を活用しなか
った場合を比較して、ICT を活用した授業を
行った方が客観テストの得点が高くなって
いることが報告されている。この調査結果に
基づき、「教育の情報化に関する手引」にお
いて電子黒板を用いた授業が示されている。 
 
（２）イギリスにおける 3D プリンター導入 
 次にイギリスの事例を取り上げる。イギリ
スでの 3D プリンターの導入は、ナショナ



ル・カリキュラムにおいて示されている
STEM（科学・技術・工学・数学）や「デザ
イン・技術」の教育を模索するために教育省
（the Department for Education：DfE）が
実施したモデル事業が契機となっている。数
学や理科は「中核教科」として、また「デザ
イン・技術」は「基礎教科」としてイギリス
では必修教科とされており、それらの教科の
中でより効果的な教育方法が模索されてい
た。このモデル事業は 2012 年から 2013 年に
かけて実施され、モデル校に指定された 21
校に 3D プリンターが設置された。各校では
STEM や「デザイン・技術」に関する授業の
中で 3D プリンターを用いた実践が試みられ
ている（Department for Education 2013）。 
 3D プリンターを導入した結果、子どもが
興味を示したり、意欲が上がるなどの効果が
明らかになったとして、3D プリンターをさ
らに 60 校に導入する事業拡大を教育省は決
定している。また、ナショナル・カリキュラ
ムの中で「デザイン・技術」について、3D
プリンターを導入した教育を行うことが示
されている。 
 
（３）まとめ 
 最後に、（１）及び（２）において取り上
げてきたわが国とイギリスのモデル事業に
ついて、比較検討を行った結果を示したい。 
 両国におけるエビデンスのあり方には次
のような共通点と相違点が見られた。まず、
共通点として、学校への新しい機材の導入を
促進するために収集された情報が用いられ
たことである。両国とも指導の手引の作成や
ナショナル・カリキュラムの改訂にあたって、
その根拠となる知識や情報を必要としてい
た。この点で、その情報が「エビデンス」に
位置付けられることは両国において共通し
ている。 
しかし、その情報がどのように収取された

のかについては次のような差異が見られた。
わが国の事例では、学習指導要領改訂に伴い
「教育の情報化に関する手引」において示し
た根拠として「ICT を活用した指導の効果の
調査」の結果を取り上げていた。しかし、こ
の調査におけるモデル事業は本来学習指導
要領の改訂や手引の作成のために実施され
たものではなく、総理直属のミレニアム・プ
ロジェクト「教育の情報化」によって実施さ
れた事業であった。つまり、電子黒板を導入
するための情報は、今回の手引作成を目的と
したものではなく、それとは関わりのないル
ートで情報が集積されていた。手引の作成に
あたっては、作成に際して集積された情報の
中から参考になる情報を抜き出したといえ
る。このように日本のエビデンスは、他の目
的で収集された情報を政策形成に援用して
おり、エビデンスを間接的に利用している。 
一方、イギリスの事例では、ナショナル・

カリキュラムの中での STEM や「デザイン・
技術」の教育を模索するためにモデル事業を

実施しており、その結果をナショナル・カリ
キュラムの改訂に反映させている。その点に
おいて、政策を実現するための「検証」とし
てモデル事業は実施され、その情報が目的に
沿って活用されている。このようにイギリス
のエビデンスは、実証政策を想定し、それを
目標として設定されたモデル事業を行うこ
とで政策を事前に検証するための情報収集
を行っており、直接的なエビデンスの収集が
なされている。 
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